
 

 

 

2025 年度より、多子世帯の大学授業料等無償化（国が定める一定額まで授業料、入学金を無償とする制度）が開

始しています。この制度は現行の「高等教育の修学支援新制度」において支援が拡充されるもので、多子世帯の

対象となる方は、所得制限なく授業料等の減免を受けることができます。 

 

■高等教育の修学支援新制度について 

日本学生支援機構が行う「給付奨学金」と文部科学省が行う「授業料等減免」を併せて支援する制度です。 

■減免額について 

減免額には上限があります。完全に授業料が無償化される制度ではありませんのでご注意ください。 

  ・授業料上限額 70 万円（年額）※春学期 35 万円、秋学期 35 万円 

  ・入学金上限額 25 万円 ※新入生のみ対象 

■申請対象者について 

 2026 年度の大学進学者および 2025 年度以前より在学している学部生（修業年限内で在籍中であること） 

■大学進学後の申請時期について 

 4 月または 9 月 
※4 月に入学した方の場合、9 月に申請し採用となっても「入学金」は減免の対象となりません。 

※大学進学後に申請する場合は説明会への参加が必要です。 

※高等学校在学中に本制度の給付奨学金を申請し、「採用候補者」となっている場合は、入学後に別途手続きが必要です。 

■申請手続きと要件について 

この制度を受けるためには、本学が定めた期間内に日本学生支援機構の「給付奨学金」の申請をし、審査を受け

る必要があります。多子世帯であっても自動的に減免される制度ではありません。支援の要件として、「学業成

績・学修意欲等に係る基準」、「家計の経済状況に係る基準」、「その他の基準（大学等への入学時期等の基準）」を

すべて満たす必要があります。多子世帯の要件を満たすかどうかの判定は、申請後に日本学生支援機構がマイナ

ンバー等から取得する生計維持者の税情報により行います。大学では、要件を満たすかどうかなど、判定に係る

お問い合わせをいただいてもお答えしかねます。ご了承ください。 

■本学での授業料等減免の支援方法について 

支援方法については、本制度に採用となった後、学生本人へ案内いたします。学費は経理部より送付される納付

関係書類に従って納入してください。 

■支援の継続について 

支援の継続にあたっては、学業成績等の要件を満たす必要があります。多子世帯の要件についても、年度ごとに

扶養状況の確認、判定を行います（自動的に支援が継続されるものではありません）。 

■多子世帯について 

原則として、申請時点で確定している前年以前の 12 月 31 日時点の住民税の課税情報（※1）に基づき確認でき

る、「生計維持者が扶養する子供の数」が 3 人以上であること（※2）としています。例えば、申請を希望する学

生が 3 人きょうだいでも、その内１人がその時点（※1 の時点）において社会人となっており、生計維持者の扶

養から外れている場合などは、多子世帯にはなりません。 

（※1）2026 年 4 月の申請の場合、2024 年 12 月 31 日時点での扶養状況が判定に利用されます。 
（※2）多子世帯の要件に該当するか否かは、大学では判定できません。給付奨学金を申請し日本学生支援機構の審査を受け 

判定を待つ必要があります。 

■多子世帯の要件を満たす場合の所得および資産要件について 

・所得要件：所得制限なし 

・資産要件：学生本人と生計維持者の資産合計が 3 億円未満（多子世帯の授業料減免のみの資産要件） 
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